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ユニリタ 
コロケーションサービス約款 

  

第１章 総則 
 
第１条（約款の適用） 
1. 株式会社ユニリタ（以下、「当社」といいます。）は、こ

の「コロケーションサービス約款」（以下、「本約款」と
いいます。）によってコロケーションサービス（以下、「本
サービス」といいます。）を提供します。 

2. 本約款は、本サービスの提供に関し、当社と利用者との
関係に適用されるものとします。 

 
第２条（約款の改定） 
1. 当社は、利用者の承認を得ることなく本約款を随時変更

することがあります。この場合、利用契約の内容は変更

後の本約款に定める内容となります。 
2. 当社は本約款を変更した場合、第４条（利用者への通知）

に規定する方法により、利用者に通知するものとします。 
 
第３条（用語の定義） 
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用し

ます。 
1. 利用契約 

利用者が、本約款を承認の上、本サービスの提供を受け

るために当社所定の「サービス利用申込書」を提出して
申込み、当社が「サービス利用通知書」により通知して
承諾することにより締結される、本サービスの提供に関

する契約。 
2. 利用者 

当社と利用契約を締結して、本サービスを利用する法人。 
3. 利用責任者 

利用者が、本サービスを利用するにあたり選任し「サー
ビス利用申込書」によって当社に届け出た本サービスの

責任者。 
4. 利用副責任者 

「サービス利用申込書」によって当社に届け出た利用責

任者の任を代行できる者。 
5. 利用担当者 

利用責任者が、本サービスを利用するにあたり選任し「入

館登録者名簿」によってデータセンターに立ち入ること
を当社に届け出た実務担当者。 

6. 利用者機器 
利用者が当社の本サービスを利用するにあたり、設置、
運用する電子計算機器その他の機器。 

7. データセンター 
本サービスを提供するための当社の施設。 

 
第４条（利用者への通知） 
1. 本約款に基づく当社から利用者への本サービスに関わ

る内容の通知は、通知内容を電子メール、書面など当社
が適当と判断する方法により行います。 

2. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を行う場
合において、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到
達したものとみなします。 

  
第５条（本サービスの内容）  
1. 本サービスの内容は次の通りとします。 
(1) 基本サービス（19 インチラック／電源／空調） 
(2) 追加電源サービス 
(3) 回線提供サービス 
2. 当社は利用者の要望その他の事由により、本サービスに

付随して、別途サービスとしてマネージドサービス、プ
ロフェッショナルサービスを提供することがあります。

この場合の提供条件等については別途定めるものとし、
利用者にこれを通知します。 

3. 本サービスを提供するデータセンターの施設に関連す

る情報については「コロケーションサービス サービス
ガイド」に記載するものとし、当社は「サービス利用通
知書」に定める設備を利用開始日までに用意することを

遵守します。 
4. 当社は当社の施設、設備を維持するために必要な合理的

な理由がある場合には、事前に利用者に通知した上で、

利用者のラック内及び利用者機器への電力の供給停止、
撤去、その他当社が必要と判断する措置を行う権利を有
するものとします。但し、緊急事態が発生した場合には

利用者への事前の通知をすることなく利用者機器への電
力の供給停止、撤去、その他当社が必要と判断する措置
を行い、事後速やかに利用者に通知するものとします。 

 
第２章 本サービスの利用契約 
 
第６条（利用契約の申込） 
本サービスの申込は、利用者が本約款の内容を承認の上、
利用契約を特定するために必要な事項を記載した当社所定

の「サービス利用申込書」を提出して行うものとします。 
 
第７条（利用契約の承諾） 
1. 利用契約は、前条の利用者の「サービス利用申込書」に

よる申込みに対し、当社が承諾の通知をすることにより
成立します。但し、次のいずれかに該当する場合には、

当社は当該申込者による利用契約の申込みを承諾しない
ことがあります。 

(1) 申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したと

き。 
(2) 申込者が振り出した手形、又は小切手が不渡りとなっ

たとき、若しくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、

又は支払いの停止若しくは仮差押、差押、競売、破産手
続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、又は特
別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想

定されるとき。 
(3) 申込者が、過去に利用契約を当社から解約されている

とき、又は利用契約の申込時点において本サービスの利

用を停止されているとき。 
(4) 申込者への本サービスの提供に関し、技術上又は当社

の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。 
(5) その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判

断したとき。 
2. 当社が利用契約の申込みを承諾したときは、利用開始日

を記載した当社所定の「サービス利用通知書」により通
知します。 

3. 利用契約はこの利用開始日に成立するものとします。 
4. 当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提

供し、利用者は利用契約において特定される本サービス
を享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。 

 
第８条（再委託） 
1. 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託

できるものとします。 
2. 前項に基づき当社が再委託した場合の再委託先の選任、

監督及び再委託先の行った本サービスの結果については、

当該再委託先が利用者の指定に基づく場合を除き、一切
当社が責任を負うものとします。 

 
第９条（利用契約の期間） 
1. 利用契約の契約期間は、第７条（利用契約の承諾）第２

項に規定する「サービス利用通知書」に明示的に規定さ

れた場合を除き、本サービス利用開始日（同日を含みま
す。）から１年間とします。これを最低契約期間とします。 

2. 当社又は利用者が、契約期間の満了する９０日前までに、

相手方に対し、本サービスの契約更新を行わない旨の意
思表示を文書で通知しない限り、利用契約の期間は同一
条件で 1 年間自動延長するものとし、その後も同様とし

ます。 
 
第１０条（利用責任者の選任） 
1. 利用者は、本サービスの利用責任者を選任し、当社所定

の「サービス利用申込書」により届け出るものとします。
利用責任者を変更したときは「サービス利用申込書変更

届」により届け出るものとします。 
2. 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、
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利用契約に基づく本サービスの責任者として利用適正化
を図るものとします。また、当社のデータセンターに立
ち入ることが可能な利用担当者の選任、届出、管理を行

います。 
3. 利用者は、必要に応じて利用副責任者を選任し、「サー

ビス利用申込書」により届け出ることができるものとし

ます。利用副責任者は利用責任者の任を代行することが
できます。 

 
第１１条（利用者の地位承継） 
利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当
社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。こ

の場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をし
た日から３０日以内に当社所定の「サービス利用申込書変
更届」により当社に申し出るものとします。 
(1) 相続若しくは法人の合併等があり、承継後においても

利用者の同一性及び継続性が認められる場合。 
(2) その他、前号に類する場合。 
 
第１２条（利用者の名称等変更） 
利用者は、その名称又は所在地を変更したときは、変更の

あった日から３０日以内に当社所定の「サービス利用申込
書変更届」により当社に申し出るものとします。 
 
第１３条（利用者による利用契約の変更） 
利用者が本サービスの内容等を変更するときは、当社に対
し変更の日の６０日前（当該日が土曜、日曜、祝日の場合

においては直前の当社営業日）までに当社所定の「サービ
ス利用申込書変更届」によりその旨を通知するものとし、
当社がその変更を承諾し、変更後の内容を記載した「サー

ビス利用通知書」を発信したときに、変更の効力が生じる
ものとします。 
 
第１４条（利用者による利用契約の解約） 
1. 利用者は契約期間満了前に利用契約を解約しようとす

る場合、当社に対し解約の日の９０日前（当該日が土曜、

日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日）までに
当社所定の「サービス解約届」によりその旨を通知する
ものとします。この場合、解約の効力は「サービス解約

届」に記載された解約の日をもって生じるものとします。 
2. 前項の場合において、その利用中に係わる利用者の債務

は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履

行されるまで消滅しないものとして、契約期間の残存期
間に対応する月額料金及びその他費用の全額を当社が指
定する日までに当社に支払うものとします。但し、本サ

ービスに付随して提供される別途サービス（マネージド
サービス、プロフェッショナルサービス）の解約につい
て別途定めがある場合はそれに準じるものとします。 

3. 第３０条（利用の廃止）により特定のサービスが廃止さ
れたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利
用契約が解約されたものとします。 

  
第３章 利用者の義務 
 
第１５条（障害復旧） 
1. 利用者は、本サービスの利用に障害があることを知った

ときは、利用者機器に故障がないことを確認の上、当社

にその旨を通知するものとします。 
2. 前項の通知があったときは、当社はその原因を調査し、

利用者に対してその結果を通知します。 
3. 前項の結果、当該障害が利用者の責に帰すべき事由によ

り生じた場合は、当該障害の調査、修理又は復旧のため
に要した費用を当該利用者に請求できるものとします。 

 
第１６条（利用者機器の搬入） 
1. 利用者は、利用者機器を利用開始日以降に当社の指定す

る場所（ラック若しくは専用区画）へ搬入するものとし
ます。 

2. 当社は、搬入される利用者機器に不備が認められる場合、

当該利用者機器の搬入を拒否することがあります。この

場合に発生する作業費及び運送費は当該利用者の負担と
します。 

 
第１７条（利用者機器の設置、変更） 
1. 利用者は、本サービスを利用するにあたっては自らの費

用と責任において利用者機器を設置、又は変更し、利用

可能な状態に置くものとします。 
2. 利用者が前項の規定に従い利用者機器の設置を行わな

い場合、当社は本サービスを提供する義務を負わないも

のとします。 
 
第１８条（利用者機器の撤去） 
1. 利用者は、利用契約が終了したときは、自らの費用と責

任においてすべての利用者機器を撤去し、当社からレン
タル物件の提供を受けているときは、当該レンタル物件

を遅延なく当社に返還するものとします。 
2. 当社は、利用者の要請があったとき、又は当社が必要と

判断する場合には、利用者の費用負担を条件に利用者機

器を当該利用者に返送することができるものとします。 
3. 利用契約を終了した後、利用者が当社の指定する期間内

に利用者機器を撤去しない場合、当社は当該利用者機器

を換価、廃棄その他当社が適当と判断する方法により処
分することができるものとします。 

 
第１９条（利用者機器の運用） 
利用者機器は、当該利用者の責任において運用するものと
します。当社は利用者機器に対して一切の作業、操作等を

行わないものとします。但し、別途サービスの利用契約が
ある場合はこの限りではないものとします。 
 
第２０条（ネットワークの接続） 
1. 利用者が当社施設内の設備機器と接続を行うため、他の

電気通信事業者の提供する回線（以下、「独自回線」とい

います。）を申し込む場合、当該回線に関わる料金は利用
者が負担するものとします。 

2. 利用者は前項の申込みを行う３０日前に当社に対しそ

の旨を連絡するものとします。 
3. 独自回線を契約することで発生する両端の機器設備、工

事費等は利用者の負担とします。 
4. 独自回線を利用するための一切の機器、装置の設置場所

は当社の指定する場所に限ります。 
5. 利用者は独自回線の申込後、その工事日程、回線種別等

必要な事項は工事日程の２０日前までに当社へ届け出る
ものとします。 

6. リモート回線を接続することにより、当社の所有する機

器設備等が何らかの形で危険な状態になると判断した場
合、当社はこの回線の引き込みを拒否、又は適切な機器
設備を設置することを利用者に求めることができ、利用

者はこれに従うものとします。 
 
第２１条（データセンターへの立入り） 
1. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する目的に限り、

当社に対しデータセンターへの立入りを要請することが
できます。この場合、利用責任者は利用担当者を選任し

「入館登録者名簿」によってデータセンターに立ち入る
ことをあらかじめ当社に届け出るものとし、届出のない
者は立ち入ることはできないものとします。 

(1) 利用者機器の搬入又は搬出。 
(2) 利用者機器への物理的作業の実施。 
(3) 利用者機器の保守上最低限必要な作業の実施。 
2. 当社は、前項にかかわらず、その作業内容が、当社が本

サービスを提供する上で支障があると判断した場合は、
データセンターへの立入りを許可しないことがあります。 

3. 利用者はデータセンターへの立入り及びデータセンタ
ー内における作業について、利用規則を遵守するものと
します。当社はその裁量で、随時、利用規則の改定等を

行うことができるものとします。 
4. 利用者は、利用者の所有に属さない機器、設備、備品、

建築物その他いかなる動産及び不動産に対して、変更、

操作、変形、調整、又は修理等を行ってはなりません。 
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5. 利用者は、ラック、壁、床、天井に標識、表示等を行っ
てはなりません。 

6. 利用者は次の各号のいずれかに該当するものをデータ

センターに持ち込んではなりません。 
(1) マニュアル、作業手順書類以外の不必要な紙製品やそ

の他の可燃性物質。 
(2) コンピュータや通信機器等に妨害を与える電磁機器

（携帯電話を含みます。）。 
(3) 石油、アルコール類。 
(4) 食品、飲料、水。 
(5) ライター等の火気類、爆発物、武器等の危険物。 
(6) その他当社が本サービスを安全に提供する上で支障に

なると判断したもの。 
 
第２２条（データセンターの環境維持） 
1. 利用者はデータセンターに、発火、発煙、有害物質の放

散、極端な温度又は湿度の変化、その他データセンター
の環境に悪影響を及ぼす利用者機器を設置しないものと

します。 
2. 当社は、データセンターの環境に悪影響を及ぼすおそれ

のある利用者機器を発見したときは、利用者に事前の通

知をすることなく、当該利用者機器への電力の供給停止、
撤去その他当社が必要と判断する措置をとることができ
るものとします。 

3. 利用者機器から発生した損害については、当該利用者が
損害賠償の責任を負担するものとします。 

  
第４章 料金等の支払条件 
 
第２３条（料金等の支払義務） 
1. 利用者は、当社に対し、利用契約が成立した日から起算

して利用契約の解約までの期間について、「サービス利用
通知書」に記載された料金（消費税相当額を含む支払い

総額。以下、「料金等」といいます。）を支払うものとし
ます。 

2. 料金等は１ヶ月を最低単位として算定します。１ヶ月と

は暦月の初日より末日までとします。 
3. 利用者は、第２８条（利用の中止）又は第２９条（利用

の停止）に該当する期間があった場合においても、当該

期間中の料金等の支払を要します。 
4. 利用者は、第９条（利用契約の期間）に規定する基本契

約期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定め

る期日までに基本契約期間の残余の期間に対応する料金
に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払
い済みの料金がある場合においても当社は払戻しを行わ

ないものとします。 
5. 前項の適用は第１４条（利用者による利用契約の解約）

第３項の規定による利用契約の解約においては、この限

りではありません。 
 
第２４条（料金等の支払方法） 
1. 利用者は、料金等を次の各号のいずれかの方法で支払う

ものとします。 
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い、当

社指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払うものと
します。 

(2) その他、当社が定める方法により支払うものとします。 
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用

者の負担とします。 
3. 利用者は料金等の支払に関し、当社の指定する金融機関、

収納代行会社等で別途利用条件、支払条件、利用限度額
の設定等がある場合には、それらに従うものとします。
利用者と金融機関、収納代行会社等の間で紛争が発生し

た場合は当事者双方で解決するものとし、当社に一切責
任はないものとします。 

 
第２５条（遅延損害金） 
利用者は、料金等その他利用契約上の債務について支払を
怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数

について、年１４．６％の割合で計算して得た額を遅延損

害金として当社に支払うものとします。 
 
第２６条（保証金） 
1. 当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を

担保するため、合理的な金額の保証金の差入れを求める
ことがあるものとし、利用者は当社の求めがあった場合

には保証金を差し入れるものとします。利用者は、当該
保証金を差し入れた場合であっても、本サービス料金等
の支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの利

用中止、利用停止、終了に関する当社の権利が放棄され
ることはありません。 

2. 当社は、利用者に対し、本サービスの終了後速やかに保

証金（但し、利息は付さないものとします。）から利用者
が利用契約に基づき負担する一切の未払金及び利用契約
終了に伴う原状回復にかかる費用等を控除の上返還する

ものとします。 
3. 利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲

渡することはできません。 
4. 当社は、利用契約が終了したか否かにかかわらず、いつ

でも、利用者が当社に対して負う一切の債務と保証金返
還請求権を、その弁済期の先後を問わず、相殺すること

ができるものとします。当社は、本項に従って相殺をな
した場合、相殺額に相当する保証金の追加差入を求める
ことができるものとします。 

5. 当社が保証金の増額を要求する場合には、利用者は保証
金の増額について誠実に協議するものとします。 

  
第５章 利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除 
 
第２７条（利用の制限） 
当社は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、
洪水、地震、その他当事者の合理的な支配を超えた非常事
態（以下、「不可抗力」といいます。）が発生し、又は発生

するおそれがある場合に限り、その内容によっては、本サ
ービスの利用を制限することがあります。 
 
第２８条（利用の中止） 
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止するこ

とがあります。 
(1) データセンター又は電気通信設備の保守又は工事のた

めやむを得ない場合。 
(2) データセンター又は電気通信設備の障害等のためやむ

を得ない場合。 
(3) 不可抗力その他の非常事態が発生し、又は発生するお

それがある場合。 
(4) 電気通信事業者又は電力事業者等の事情により電気通

信設備が稼動できない場合。 
(5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。 
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する

ときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、
緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

3. 前項で通知する場合は電子メール、書面など当社が適当
と判断する方法により行います。 

 
第２９条（利用の停止） 
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

本サービスの提供を停止することがあります。 
(1) 利用契約に係わる利用者の債務を履行しない場合。 
(2) 第２２条（データセンターの環境維持）の規定に違反

した場合。 
(3) 以下の態様において本サービスを利用した場合。 

① 当社若しくは第三者の知的財産権その他の権利を侵
害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 

② 当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は
その名誉若しくは信用を毀損する行為。 

③ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、

文書等を送信若しくは掲載する行為、又はこれらを収
録した媒体を販売する行為。 

④ 本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去

する行為。 
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⑤ ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラム
を送信又は掲載する行為。 

⑥ 第三者に対し、無断で広告、宣伝若しくは勧誘のメー

ルを送信する行為、又は不快感を抱くおそれのあるメ
ール（嫌がらせメール）を送信する行為。 

⑦ 詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある

行為。 
⑧ 前各号の他、法令、本約款、利用契約若しくは公序良

俗に違反する行為、又は当社若しくは第三者に不利益

を与える行為。 
⑨ その行為が前各号のいずれかに該当することを知り

つつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張

る行為。 
⑩ 本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社又

は第三者に対し重大な支障（設備や情報等の損壊を含

むがそれに限定されない）を与えた場合。 
⑪ その他、当社が不適切と判断する態様において本サー

ビスを利用した場合。 
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する

ときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、
緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 
第３０条（利用の廃止） 
当社は、利用者に対し９０日前の書面による通知により、

本サービスの全部又は一部を、一時的又は永続的に変更若
しくは廃止することができるものとします。 
 
第３１条（反社会的勢力との取引排除） 
1. 当社及び利用者は、自己又はその株主・役員その他利用

者を実質的に支配する者が反社会的勢力（暴力団、暴力

団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能
暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト、その他これ
らに準ずる個人、法人又は団体）に該当しないことを表

明し、また、反社会的勢力と取引及び交際しないことを
保証するものとします。 

2. 当社及び利用者は、自己又は第三者を利用して、次の各

号に定める行為を行わないことを相手方に対して確約
するものとします。 

(1) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言動を用いる行為。 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を

毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 
(4) その他前各号に準ずる行為。 
 
第３２条（利用契約の解約、解除） 
1. 当社は、第２９条（利用の停止）の規定により、本サー

ビスの利用を停止された利用者が、停止の日から１４日
以内にその停止事由を解消又は是正しない場合は、その

利用契約を解約できるものとします。 
2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、

催告を要せず直ちに利用契約の全部又は一部を解除する

ことができるものとします。 
(1) 利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認め

たとき。 
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分が

あったとき。 
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開

始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。 
(4) 手形又は小切手の不渡り、銀行又は手形交換所の取引

停止処分等の事由が生じたとき。 
(5) 営業停止、営業免許の取消し又は営業登録の取消し等

行政上の処分を受けたとき。 
(6) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。 
(7) 第３１条（反社会的勢力との取引排除）に違反したと

き。 
3. 利用者が前項各号又は第２９条（利用の停止）第１項各

号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期
限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務
を直ちに履行するものとします。 

4. 本条第１項に基づく解約権又は第２項に基づく解除権

の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないもの
とします。なお、当社は、これにより利用者に生じた損
害については、一切賠償する責任を負わないものとしま

す。 
  
第６章 損害賠償等 
 
第３３条（補償等） 
1. 本サービスの利用に際し、利用者の行為又は不作為によ

って、当社に損害、損失及び費用（合理的な弁護士費用
を含みます。）等（以下、「損害等」といいます。）が発生
したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を

賠償するものとします。 
2. 利用者の行為又は不作為に起因して、第三者が請求し、

又は訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者は

その責任と費用をもってこれらに対処するものとし、こ
れらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者
は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。 

 
第３４条（責任制限） 
1.  当社は、データセンターの設置又は保存の瑕疵によっ

て、利用者の担当者、従業員、役員及び据付等業者に生
じた損害につき、責任を負わないものとします。但し、
当社に故意又は重大な過失があった場合はこの限りでは

ありません。 
2. 本サービスについて、民法第７１７条第１項の規定の適

用はないものとします。 
3.  ラック・スペース及びデータセンターは、現況のまま

の状態で提供されるものとし、当社はいかなる場合にあ
っても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、

又は完全に安全であることを保証するものではありませ
ん。 

4.  当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、

付随損害、派生的損害、間接損害又は特別損害（逸失利
益、技術若しくは権利の喪失、データの滅失を含みます。）
について、これらの損害の可能性について通知を受けて

いたか否かを問わず責任を負わないものとします。 
5.  当社は、第２７条に基づく利用の制限、第２８条に基

づく利用の中止、第２９条に基づく利用の停止及び第３

０条に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款
に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害に
つき責任を負わないものとします。 

  
第７章 一般条項 
第３５条（権利の譲渡制限） 
利用契約に係わる利用者の権利は、第三者に譲渡、転貸、
又は担保に供することはできません。 
 
第３６条（機密保持義務） 
1. 当社及び利用者は、本サービスを利用するにあたり開

示を受けた又は知り得た一切の情報（データセンターの

立地条件、設備、能力、料金、及び、個人情報に関する
情報を含みます）を機密に保持し、相手方の書面による
事前の承諾なく、当該情報を第三者に開示できないもの

とします。但し、次の各号に定める情報は本秘密保持義
務の適用を受けないものとします。 

(1) 相手方から知り得た時点で既に取得している情報又は

公知の情報。 
(2) 自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。 
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手

した情報。 
(4) 自己が独自に開発した情報。 
(5) 法令若しくは裁判所、警察等の捜査機関又は行政機関

の命令により要求された情報。 
2.  前項にかかわらず、当社は、第８条（再委託）に定め

る再委託先に対して、前項の機密に保持する情報を開示

することができるものとします。この場合、当社は当該
再託先に対して、本条に定める機密保持義務と同様の義
務を負わせるものとします。 
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第３７条（不動産賃貸借に基づく権利の放棄） 
本サービスは、役務提供を目的とするものであり、不動産
の賃貸借を意図するものではなく、利用者は次の各号の条

件を確認し、かつ合意します。 
(1) 利用者は、本サービス約款に基づく本サービスの提供

を受けるために必要な限度で、本データセンターへ立入

る権利のみを有すること。 
(2) 利用者は、データセンターにおける不動産の権利又は

持分を何ら取得していないこと。 
(3) 利用者は、不動産又は不動産賃貸借に関する法令（借

地借家法を含みますが、これに限られません。）に基づく
賃借人その他としての権利を何ら有しないこと。 

 
第３８条（技術、知識、商標の使用） 
1. 当社は本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術

又は知識（公知の情報又は当社の他の利用者のために実
施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む）の利
用を利用者によって禁じられないものとします。 

2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、
刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、
商号その他の名称を使用しないものとします。 

 
第３９条（合意管轄裁判所） 
当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地

方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第４０条（準拠法） 
本約款に関する準拠法は、日本法とします。 
 
附則 
この契約約款は、2026 年 2 月 22 日から実施します。 
 
改定の履歴      
改定日 版数  
2010 年 07 月 01 日 20100701  

2011 年 04 月 01 日 20110401  

2013 月 04 月 01 日 20130401A  

2013 年 11 月 01 日 20131101A  

2018 年 04 月 01 日 20180401A  

2026 年 02 月 22 日 20260222  

 


